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１　機構表及び職員数
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建築総務課
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建築指導課
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２ 分掌事務 

課  名 分   掌   事   務 

建築総務課 ( 1) 部の統括に関すること。 

( 2) 部の所管に係る国庫支出金等に関すること。 

( 3) 部の所管に係る予算の経理に関すること。 

( 4) 市営住宅の維持管理に関すること。 

( 5) 特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅及び借上公営住宅に関すること。 

( 6)  住宅審議会に関すること。 

( 7) 部内事務の連絡調整に関すること。 

 

住宅政策室 ( 1) 住宅政策に関すること。 

( 2) 空き家等の政策に関すること。 

( 3) 市営住宅整備計画に関すること。 

( 4) サービス付き高齢者向け住宅及び住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関すること。 

 

建 築 課 ( 1)  所管の建築工事の設計及び施行に関すること。 

( 2)  建築物及び工作物の技術的評価に関すること。 

 

設 備 課 ( 1)  建築設備工事の設計及び施行に関すること。 

( 2)  電気工作物及び電気設備の保安に関すること。 

( 3)  建築設備の技術的評価に関すること。 
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課  名 分   掌   事   務 

建築指導課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1)  建築基準法（昭和 25年法律第 201号）に基づく確認、検査、許可等に関すること。 

( 2)  都市計画法（昭和 43年法律第 100号）に基づく宅地等の開発行為の規制等に関すること。 

( 3)  宅地造成等規制法（昭和 36年法律第 191号）に基づく宅地造成等に係る指導、許可等に関すること。 

( 4)  租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）に基づく優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 

( 5)  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号）による特定建築物の認

定等に関すること。 

( 6)  建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律第 123号）による建築物の認定等に関すること。 

( 7)  長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20年法律第 87号）による建築物の認定等に関すること。 

( 8)  都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24年法律第 84号）による低炭素建築物新築等計画の認定等に

関すること。 

( 9)  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号）による対象建設工事の分別解

体等の届出、勧告、立入検査等に関すること。 

(10)  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27年法律第 53号）による建築物エネルギー消

費性能に係る判定、届出及び認定に関すること。 

(11)  中高層建築物等の建築紛争の予防に関すること。 

(12)  長崎県福祉のまちづくり条例（平成 9年長崎県条例第 9号）による特定生活関連施設に係る指導、立入

検査、勧告等に関すること。 

(13)  建築物の耐震改修の促進に関する法律による民間建築物の耐震化事業に関すること。 

(14)  特殊建築物、建築設備及び昇降機等に係る定期報告に関すること。 

(15)  違反建築物の措置に関すること。 

(16) 空き家等の適正管理に関すること。 

(17) 指定道路に関すること。 

(18) 開発登録簿及び建築計画概要書等の閲覧に関すること。 

(19) 災害危険区域の指定に関すること。 
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課  名 分   掌   事   務 

建築指導課 

（つづき） 

(20) 宅地の防災指導に関すること。 

(21) がけ地近接等危険住宅の移転事業に関すること。 

(22) 宅地防災工事資金及び災害復興住宅資金に関すること。 

(23) 建築統計資料に関すること。 

(24) 建築審査会及び開発審査会に関すること。 
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３ 所管事務の現況等 

課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市営住宅の管理に関すること  

⑴ 市営住宅（公営住宅）の概要 

国及び地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する

低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するもの。 

入居に際しては、原則として、住宅に困窮していること、同居の親族がいること、収入の基準を満たすこ

と並びに市町村税及び公的賃貸住宅の家賃に滞納がないことなど、入居基準を満たした者が、年６回の公募

に応募し、公開の抽選により入居者を決定している。 

 

⑵ 市営住宅の管理戸数 

９６団地、９，１０３戸（令和 5年 4月 1日現在） 

 

⑶ 市営住宅の管理の状況 

地区 指定管理者 管理戸数 

Ａ地区 
公営住宅管理共同企業体 

（構成団体） ㈱エルベック・㈱西日本ビルサービス 

４２団地 

４，５８７戸 

Ｂ地区 ㈱トラスティ建物管理・㈱三山不動産共同企業体 
５４団地 

４，５１６戸 
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課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築総務課 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 募集状況（年６回偶数月に募集） 

年度 

空家募集 

戸数 (戸) 応募 （世帯） 倍率 (倍) 

令和 3年度 １９５ ６９０ ３．５ 

令和 4年度 １６０ ９６０ ６．０ 

 

⑸ 優先入居募集種別に係る募集状況等     

募集種別 

令和 3年度 令和 4年度 

戸数 (戸) 応募（世帯) 倍率 (倍) 戸数 (戸) 応募（世帯） 倍率 (倍) 

老人心身障 １３ ４７ ３．６ ７ １８ ２．６ 

母子父子 １０ ２ ０．２ ７ ９ １．３ 

多子 ７ ８ １．１ ４ ３ ０．８ 

新婚 ８ ７ ０．９ ２ １ ０．５ 

子育て ３５ ５０ １．４ ３８ ４２ １．１ 

車椅子 １ １ １．０ １ ４ ４．０ 

合  計 ７４ １１５ １．６ ５９ ７７ １．３ 
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２　市営住宅位置図

17

西海市

時津町

諫早市

市役所

長与町

住宅名 戸数 住宅名 戸数

1 日見大曲 178 28 恵里上 119

2 本河内 60 29 本村 60

3 三原 90 30 多尾 13

4 小浦 267 31 瀬戸屋敷 6

5 宿町 460 32 塩町 158

6 宿町第２ 216 33 本町第１ 66

7 宿町第３ 101 34 本町第２ 12

8 新戸町 184 35 高島光町 198

9 福田本町 141 36 西浜 168

10 網場 30 37 日吉岡 31

11 大浜 80 38 先の谷 3

12 西山台 84 39 尾浜 12

13 草住 45 40 仲山 10

14 銭座 32 41 樺島 9

15 毛井首 140 42 高浜第１ 9

16 茂木 60 43 高浜第２ 7

17 矢上 124 44 高浜第３ 15

18 矢上第２ 50 45 野母第２ 17

19 矢上第３ 165 46 脇岬 22

20 鶴の尾 42 47 脇岬北港 8

21 小ヶ倉 256 48 蚊焼 24

22 二本松 239 49 須浜第１ 50

23 木鉢 15 50 年崎 4

24 十善寺 20 51 為石 52

25 江平 10 52 宮崎第１ 18

26 田ノ浦 54 53 牟田尻 20

27 深浦 242 54 野母 20

計 54団地 4,516

B地区

住宅名 戸数 住宅名 戸数

1 滑石 514 22 中河内 106

2 小江原 103 23 千歳 204

3 小江原第２ 520 24 若葉 58

4 小江原第３ 104 25 城山台 27

5 川平 220 26 三芳 93

6 大園 440 27 永田第１ 16

7 富士見 40 28 永田第２ 8

8 女の都 200 29 永田第３ 8

9 青山 103 30 高尾 4

10 シュモー 40 31 松本 16

11 城栄 30 32 松山迫 16

12 横尾 418 33 出津 28

13 清水 61 34 西出津 14

14 西北 107 35 丸尾 14

15 狩股 121 36 神浦 16

16 花丘 40 37 夏井 26

17 若竹 109 38 池島第１ 24

18 西町 21 39 池島第２ 68

19 西町第２ 74 40 池島第３ 203

20 文教 122 41 池島第４ 22

21 三重 220 42 長浦 9

計 42団地 4,587

Ａ地区

区　　分 団地合計 管理戸数

Ａ地区 42団地 4,587戸

Ｂ地区 54団地 4,516戸

合　計 96団地 9,103戸

長崎市合計

１

２

３

5

６

７

８

９
１０１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８
１９

２０

２１

２２ ２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１
３２

３３

３４

３５
３６

３７

３８

３９
４０４１

４２

１

２

３

４

５
６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

２０

２２

２１

１９

２３

２４

２５

２６

２７

２８ ２９

３０
３１

３２

３３

３４

３５

３９
４０

４１

４２

４７

５２

５４

５１

５３

５０

４９

４６４５

４４

４３

４８

３７

３８

指定管理者事務所
（A地区、B地区）

指定管理者事務所

（A地区第２事務所）

令和５年４月１日現在

指定管理者事務所
（B地区第２事務所）

池島

４

36
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課  名 所 管 事 務 の 現 況 等 

住宅政策室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市営住宅の建替え 

  老朽化した市営住宅を建て替えることにより居住水準の向上を図り、住宅に困窮する市民の生活の安定と社会

福祉の増進に寄与する。 

団地名 規模 期 間 令和 4年度の事業概要 

野母団地 1棟  20戸 
令和 2年度～ 

令和 4年度 

・新築主体工事 

・新築管工事 

・新築電気工事 ほか 

日見大曲・宿町団地 29棟 578戸 
令和 4年度～ 

令和 6年度 
・アドバイザリー委託 

三原団地 3棟 90戸 
令和 4年度～ 

令和 5年度 

・敷地測量業務委託 

・基本・実施設計業務委託 

新戸町団地 8棟 194戸 令和 4年度 
・敷地測量業務委託 

・土質調査業務委託 

日見大曲・宿町団地 建替え概要 

既存住宅の概要  建設戸数 

住宅名 建設年度 構造・階数 戸数 

約 290戸 

日見大曲アパート 

(1～3号棟) 
昭和 50年度 

鉄筋コンクリート造 

5階建て 
70戸 

日見大曲住宅 
昭和 38年度 

 

昭和 39年度 

鉄筋コンクリート造 

4階建て 
48戸 

宿町アパート 
昭和 47年度 

 

昭和 54年度 

鉄筋コンクリート造 

3～5階建て 
460戸 

合  計 578戸  

約

5

割

縮

減 

～ 

～ 
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課  名 所 管 事 務 の 現 況 等 

住宅政策室 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１期事業【ＤＢ方式】全体スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ：令和 5年度実施事業 

 

※特定事業者の公募を令和５年 12月実施予定 

 

 

 

 

 

 

 

年度 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

1 期 

アドバイザリー 

委託※ 

      

境界確定 

測量委託 

      

宿町第 2アパート 
1・2 号棟解体 

      

事業者選定 

審査会 
      

設計､造成､建設 
(約６０戸) 

      

入居者移転       

事業契約締結 
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課  名 所 管 事 務 の 現 況 等 

住宅政策室 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市営住宅の改善 

  市営住宅の居住水準の維持及び向上を図るため、計画的な維持修繕を行う。 

令和 4年度実施内容 団 地 名 

・外壁改修工事 

中河内団地 1号棟ほか 6棟 

鶴の尾団地 2号棟ほか 1棟 

神浦団地 63号棟 

塩町 6号棟 

矢上第 3団地 6号棟 

深浦団地 K4棟 

高浜第 3団地 2号棟(R3･4年度債務) 

脇岬団地 2号棟ほか 1棟(R3･4年度債務) 

・屋上防水改修工事 

鶴の尾団地 2号棟ほか 1棟 

神浦団地 63号棟 

矢上第 3団地 6号棟 

深浦団地 K4号棟 

高浜第 3団地 2号棟(R3･4年度債務) 

 

・住戸改善工事 

横尾団地 10号棟ほか 5棟 

文教団地 1号棟ほか 1棟 

小ヶ倉団地 3号棟 

三重団地 10号棟 

鶴の尾団地 3号棟(R3年度繰越) 

 

宿町第2団地5号棟ほか 8棟(R3年度繰越) 

若竹団地 1号棟(R3年度繰越) 

文教団地 3号棟(R3年度繰越) 

横尾団地 10号棟ほか 5棟(R3年度繰越) 

西北団地 4号棟ほか 2棟(R3年度繰越) 

小ヶ倉団地 5号棟(R3年度繰越) 

・ｴﾚﾍﾞｰﾀ-改修工事 小ヶ倉団地 5号棟ほか 1棟 

・浴室改修工事 福田本町 1号棟ほか 2棟 

・排水管改修工事 
花丘団地 1号棟ほか 1棟 

小浦団地 C棟 

・手摺改修工事 西町第 2団地 1号棟ほか 2棟 
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課  名 所 管 事 務 の 現 況 等 

住宅政策室 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市営住宅に係る余剰地について 

大園市営住宅余剰地周辺地図 
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課  名 所 管 事 務 の 現 況 等 

住宅政策室 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大園市営住宅余剰地を活用した地域活性化のイメージ（案） 
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課  名 所 管 事 務 の 現 況 等 

住宅政策室 

（つづき） 

 

４ ながさき住みよ家リフォーム補助金 

  住宅の居住環境改善や市内の若手技術者の育成と技術の継承のため、住宅リフォーム工事に要する費用の一部

を助成する。 

  令和５年度は申し込み受付を３期に分けて実施。 

（１期：４月４日～（６月２日で終了） ２期：７月３日～ ３期：10月２日～） 

 

年  度 
予算額 

（千円）※1 

交付件数 

（件）※2 

補助交付額 

（千円） 

工事費総額 

（千円）※3 

令和 4年度 64,500 843 62,758 1,042,308 

※１ 予算額は補助金のみで事務費を除く 

※２ 交付件数 843件中 210件は性能向上と併用 

※３ 工事費総額 1,042,308千円中 231,647千円は性能向上と併用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 住宅性能向上リフォーム補助金 

  バリアフリー化や省エネ化など住宅の性能向上を図るため、住宅リフォーム工事に要する費用の一部を助成す

る。 

  令和５年度から、省エネ化工事の上限額を増額（１０万円⇒２０万円）するとともに、バリアフリー化工事を

含め対象工事の範囲を拡大した。 

年  度 
予算額 

（千円）※1 
交付件数 
（件）※2 

補助交付額 
（千円） 

工事費総額 
（千円）※3 

令和 4年度 60,500 632 51,909 639,021 

※１ 予算額は補助金のみで事務費を除く 

※２ 交付件数 632件中 210件は住みよ家と併用 

※３ 工事費総額 639,021千円中 231,647千円は住みよ家と併用 
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課  名 所 管 事 務 の 現 況 等 

住宅政策室 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 子育て住まいづくり支援費補助金 

  安心して子どもを生み育てることができる住環境を整備するため、多子世帯又は新たに 3世代で同居・近居す

るために住宅を改修又は取得する費用の一部を助成する。 

年  度 
予算額 

（千円）※ 
交付件数 
（件） 

補助交付額 
（千円） 

工事費総額 
（千円） 

令和 4年度 12,000  18 6,975 156,542 

※ 予算額は補助金のみで事務費を除く 

 

７ 定住促進空き家活用補助金 

  本市への定住促進を図るため、空き家・空き地情報バンクに登録された戸建て空き家に市外から住み替えるた

めのリフォーム工事や空き家に残る家財の処分に要する費用の一部を助成する。 

年  度 事業内容 
予算額 

（千円）※ 
交付件数 
（件） 

補助交付額 
（千円） 

令和 4年度 

移住支援空き家リ

フォーム 
3,000 6 2,901 

空き家家財処分費

補助 
200 1 37 

※ 予算額は補助金のみで事務費を除く 
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課  名 所 管 事 務 の 現 況 等 

住宅政策室 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 住みよかプロジェクト 

  若者や子育て世帯の市外への流出の抑制と市内への転入を促進し、若い世代が自分のライフスタイルに合わせ

た住まいを選択できるなど、住宅供給の観点から、「若い世代に選ばれる魅力的なまち」をめざした取り組みを

行う。 

 

主な取組み 

⑴  市営住宅政策空家の短期的利活用実験（市営宿町団地） 

⑵  住みよかプロジェクト協力認定（協力認定実績：16件） 

⑶  子育て世帯向け住戸改善による市営住宅の提供 

⑷  新規就労者・移住者用の市営住宅（政策空家）の提供 

⑸  市営住宅を活用した地域の担い手の定住（市営野母団地） 

 

９ マンション管理の適正化 

  マンションの管理の適正化を推進するための各種措置を講じ、マンションにおける良好な居住環境の確保を図

る。 

 ⑴ 分譲マンションの実態把握 

 ⑵ 著しく不適正な管理運営であることを把握した場合における助言、指導及び勧告 

 ⑶ マンション管理適正化推進計画の作成 

 ⑷ マンション管理計画の認定                          など 

  

≪スケジュール≫ 

    令和５年６月 マンション管理適正化推進計画の作成 

    令和５年９月 マンション管理適正化推進計画の適用開始 

           マンション管理計画認定制度の施行（予定） 

※令和５年６月市議会で長崎市手数料条例の一部を改正する条例を付議 
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課  名 所 管 事 務 の 現 況 等 

住宅政策室 

（つづき） 

 

10 サービス付き高齢者向け住宅の登録等 

  高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高

齢者向けの賃貸住宅等の登録等を行い、高齢者の居住の安定の確保を図る。 

   ※令和５年４月１日時点の登録状況 26件 999戸 

（うち３件（155戸）については、令和５年度中に共用開始予定） 

  

11 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅（セーフティネット住宅）の登録等 

既存の賃貸住宅や空き家等の有効活用を通じて、住宅確保要配慮者（高齢者、子育て世帯、低所得者、障害者、

被災者など）が入居しやすい賃貸住宅の供給を促進し、居住の安定の確保を図る。  

※令和５年４月１日時点の登録状況 121件 977戸 

建 築 課 工事量（令和 4年度発注分）  118件   5,078,367千円 

設 備 課 工事量（令和 4年度発注分）   74件   1,684,693千円 
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課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築指導課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 建築基準法等に基づく関係業務 

⑴ 建築確認・検査等 

建築確認とは、建築主が、建築物を建築するときに、建築基準法とその関係規定に適合した建築計画とな

っているかどうかを確認（審査）する業務である。法適合が確認された場合に交付される確認済証の交付後

でなければ、工事に着手することができない。また、工事完了後に、建築基準法とその関係規定に適合した

建築物となっているかの検査を受け、法適合が確認された場合に交付される検査済証の交付後でなければ、

建築物の使用はできない。なお、指定確認検査機関とは、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した民間の

建築確認・検査を行う機関のことである。 

ア 確認済証の交付件数 

種 別 

令和４年度 

長崎市 
指定確認 

検査機関 
合  計 

民 間 の     

建築物・工作物等 

100 845  945  

11.0％ 89.0％ 100％  

国・県・市等の     

建築物・工作物等 

48   － 48 

100％ － 100％  

イ 完了検査済証の交付件数 

種 別 

令和４年度 

長崎市 
指定確認 

検査機関 
合  計 

民 間 の     

建築物・工作物等 

79 791 870 

9.0％ 91.0％  100％  

国・県・市等の     

建築物・工作物等 

51 － 51  

100％ － 100％  
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課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築指導課 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 許可・認定等 

許可・認定・承認とは、建築基準法令並びにこれに基づく条例等の規定で、規制されている建築行為や認定・

承認が必要な建築行為を行う場合に必要となる手続きである。 

道路位置指定とは、建築基準法令並びにこれに基づく条例等の規定に適合するように新たに築造した私道

は、築造後に特定行政庁から位置の指定を受けることで建築基準法上の道路として取り扱うことができる。 

建築審査会とは、建築行政の公正な執行を期するため、建築基準法等に規定する同意、審査請求に対する裁

決等を行うために設置された市の附属機関である。 

 

ア 許可・認定・承認件数                                            （単位：件） 

区 分 令和４年度 

許   可 （接道、日影規制の許可等）     50 

認定・承認 （一団地認定、長崎県建築基準条例に基づく承認等）         15 

仮使用認定 （仮設建築物の認定等）         12 

 

イ 道路位置指定件数       （単位：件） 

区 分 令和４年度 

指  定        4 

変 更          0 

廃  止           0 

 

ウ 建築審査会の運営       （単位：件） 

区 分 令和４年度 

開 催 回 数          2 

付 議 件 数          3 

審 査 請 求 件 数          0 
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課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築指導課 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 違反建築物・老朽危険建築物の指導 

建築基準法令並びにこれに基づく条例等の規定に違反する建築物、工作物及び建築物の敷地（以下「違反建

築物」という）について、違反是正のための措置、保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言な

どを行う。 

 

ア 違反建築物の措置件数     （単位：件） 

区 分 令和４年度 

指    導           86 

是    正          13 

 

イ 建築物の苦情・相談件数    （単位：件） 

区 分 令和４年度 

苦 情 ・ 相 談 75 

 

ウ 老朽危険建築物の調査・指導件数（単位：件） 

区 分 令和４年度 

調 査 ・ 指 導 164 

除却・改修済    62 
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課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築指導課 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 建築関連の条例等に基づく処理件数    

各種建築関連の条例等により建築行政を推進する。 

                 （単位：件） 

区 分 令和４年度 

中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例（届出） 73 

長崎県福祉のまちづくり条例 （届出・報告） 43 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（認定） 228 

都市の低炭素化の促進に関する法律（認定） 17 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（届出） 967 

建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法 2025年 4月より

すべての新築住宅・非住宅に適合が義務付け）（届出・認定） 
74 

 

⑸ 特定建築物の定期報告 

定期報告とは、建築基準法により、不特定多数の者が利用し、安全性を確保する必要がある一定規模以上

の建築物を対象に、所有者又は管理者が、その建築物を定期的に調査・検査し、その結果を定期に特定行政

庁に報告するもの。 

（単位：件） 

区 分 物件数 報告件数 提出率 

特 定 建 築 物（ ３ 年 毎 ） 554 413 （74.5%） 

建 築 設 備（ 毎 年 ） 564 428 （75.9%） 

防 火 設 備（ 毎 年 ） 464 321 （69.2%） 
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課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築指導課 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 都市計画法に基づく開発行為の許可及び証明等 

⑴  都市計画法に基づく開発行為の許可及び証明 

開発許可制度とは、良好な宅地水準の確保と市街化調整区域における開発行為などを抑制し、秩序ある市

街地の形成を実現することを目的とし、開発行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可を要する制度である。 

                       （単位：件） 

区 分 令和４年度 

許 可 件 数 7 

証 明 件 数 59 

 

⑵ 開発審査会の運営 

開発審査会とは、市街化調整区域における開発行為等の許可に係る議決、審査請求に対する裁決について、

公正な判断を行うために設置された市の附属機関である。 

（単位：件） 

区 分 令和４年度 

開 催 回 数 0 

付 議 件 数 0 

審 査 請 求 件 数 0 
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課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築指導課 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 宅地造成等規制法に基づく許可及び証明 

宅地造成に伴い災害が生じるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を、宅地造成工

事規制区域に指定、当該区域において宅地造成を行う場合は、あらかじめ市長の許可を要する制度である。 

（単位：件） 

区 分 令和４年度 

許 可 件 数 11 

証 明 件 数 233 

※令和3年7月に静岡県熱海市で土石流災害が発生したこと等を踏まえ、国は令和4年5月に宅地造成等規制法

を改正、法改正に伴い、令和7年5月に現行の宅地造成工事規制区域は効力を失うことから、新たな規制区

域の指定を行う。 

 

４ 耐震等の支援事業 

⑴ 安全･安心住まいづくり支援費 

地震災害に対する被害軽減のため、木造戸建住宅の耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事及び除却工事に

要する費用の一部を助成する。 

（単位：件） 

区 分 令和４年度 

耐 震 診 断 費 22 

耐 震 改 修 工 事 費       10（内 建替 0） 

除 却 工 事 費 4 
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課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築指導課 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 民間建築物耐震化推進事業費補助金 

地震災害に対する被害軽減のため、特定の条件に該当する特定既存耐震不適格建築物に対し、耐震診断、耐

震改修設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を助成する。 

（単位：件） 

区 分 令和４年度 

耐 震 診 断 費 0 

耐 震 改 修 設 計 費 0 

耐 震 改 修 工 事 費 0 

 

⑶ アスベスト対策費補助金 

アスベスト飛散に対する安全対策を促進するため、多数の者が使用する民間建築物のアスベスト分析調査及

び除去等工事（除却工事に伴うアスベスト除去を含む）に要する費用の一部を助成する。 

（単位：件） 

区 分 令和４年度 

分 析 調 査 費            3 

除 去 等 工 事 費            0 

 

⑷ 特定空家等除却費補助金 

老朽化し、危険である、若しくは危険となる恐れがある空き家住宅の除却に要する費用の一部を助成する。 

（単位：件） 

区 分 令和４年度 

除 却 工 事 費           25 
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課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築指導課 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 老朽危険空き家対策事業 

   老朽化し、危険である空き家のうち、土地・建物ともに市に寄附できる等の条件を満たしたものを、市が空

き家を除却し、自治会の管理を前提に、跡地をポケットパーク等に整備する。 

（単位：件） 

区 分 令和４年度 

除 却 及 び 整 備           0 

 

⑹  宅地のがけ災害対策費補助金 

個人が所有する宅地等のがけ面において、崩壊したがけの早期復旧又は崩壊を未然に防ぐ工事に要する費用

の一部を助成する。 

（単位：件） 

区 分 令和４年度 

崩壊したがけの復旧工事 13 

崩壊のおそれがあるがけの防災工事 12 

計 25 

 

⑺ ブロック塀等除却費補助金 

個人が所有するブロック塀のうち、小学校の通学路に面する倒壊の危険性のあるブロック塀等やはね出しス

ラブの除却に要する費用の一部を助成する。 

（単位：件） 

区 分 令和４年度 

除 却 工 事 費           ３ 
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課    名 所 管 事 務 の 現 況 等 

建築指導課 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 空き家・空き地情報バンクの登録 

   長崎市に存在する空き家・空き地に関する情報を登録し、本市への移住定住を目的として空き家等の利用を

希望する者に対し情報を提供する。 

（単位：件） 

区 分 累計 令和４年度登録数 内訳 

物 件 登 録 119 20  

土地建物  14 

建物のみ  － 

土地のみ   6 

利 用 者 登 録 377 54 ― 
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■住宅政策室所管補助金一覧 
事業名 目 的 補助内容 

（1） 

ながさき住みよ家リフ

ォーム補助金 

住宅の居住環境の改善及び市内の

若手技能者の育成と技術継承 

住宅リフォーム工事 

  屋根、外壁改修、内装工事 等 

 ※補助対象経費×1/10 

上限額 100千円 

（2） 

住宅性能向上リフォ

ーム補助金 

屋根・外壁の塗装工事(遮熱等)、断

熱改修工事等による省エネ化及び浴

室・便所等のバリアフリー化 

●省エネ化 

 屋根・外壁の塗装（遮熱等）工事、屋根瓦の葺き替え（遮熱等）工事 等 

 ※補助対象経費×1/5 

上限額 200千円 

●バリアフリー化 

 浴室及び便所の改修工事、手摺設置工事、床改修工事  等 

 ※補助対象経費×1/5 

上限額 100千円 

（3） 

子育て住まいづくり

支援費補助金 

安心して子どもを生み育てることが

できる住環境の整備 

多子世帯又は３世代で同居・近居するための中古住宅の取得、改修工事  

 ※補助対象経費×1/5 

上限額 400千円  

（4） 

定住促進空き家活用

補助金  

空き家を有効活用することによる本

市への移住促進 

●移住支援空き家リフォーム補助金 

市外からの移住者等が行う空き家リフォーム工事 

 ※補助対象経費×1/2 

上限額 500千円  

●空き家家財処分費補助金 

空き家に残る家財等の撤去・処分費    

  ※補助対象経費×1/2 

上限額 100千円 
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■建築指導課所管補助金等一覧 

事業名 目 的 補助内容 

(１) 

民間耐震補助金 

地震による、旧耐震基準（S56以前）

で建築された建物の倒壊等を防止

し、被害を軽減するため。 

● 木造戸建住宅に係る助成 

 ・耐震診断  

     耐震診断に要する費用 

  ※耐震診断費 １件当たり 

     定額 61.5千円のうち 51千円 

 ・耐震改修設計・工事 

   耐震診断｢危険｣の場合の設計及び改修工事又は建替工事 

  ※補助対象経費の 4/5 

    上限額 1,000千円 (建替も同額） 

 ・防火改修工事  

   地震時等に著しく危険な密集市街地又は斜面市街地内で、耐震改修工事と併

せて行う外壁、軒裏、開口部いずれか１以上の防火改修工事 

  ※補助対象経費の 1/2 

    上限額   300千円 

 ・除却工事 

   地震時等に著しく危険な密集市街地、又は斜面市街地内で、耐震診断「危険」

の場合の除却工事 

  ※補助対象経費の 23％ 

     上限額   300千円 

（２） 

要緊急安全確認大規

模建築物補助金 

● 耐震改修促進法に基づき、耐震診断が義務化された一定規模以上の大規模

で、 

  ・不特定かつ多数の者が利用する建築物  （病院、百貨店等） 

  ・避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物 

       （小学校、老人ホーム等） 

 ・耐震改修設計 

   耐震診断「危険」の建築物の設計費 

  ※補助対象経費の 5/6 

(3) 

アスベスト対策補助

金 

既存建築物に施工されている吹付け

アスベストの飛散による、市民の健

康被害を防止するため。 

分析調査費に係る助成 

多数の者が利用する民間建築物でアスベストを含有する可能性がある吹付け

材を使用しているもの 

  ※補助対象経費×100％ 

     上限額   250千円 
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事業名 目 的 補助内容 

(4) 

特定空家等除却費補

助金 

安全で快適な住まいとまちをつくる

ため、周囲に悪影響を及ぼす恐れの

ある特定空家等の除却を推進する。 

一定の老朽度を満たす特定空家等の除却に要する経費 

※補助対象経費の 1/2  

  上限額 50万円   

(5) 

老朽危険空き家対策

事業 

安全で快適な住まいとまちをつくる

ため、周囲に悪影響を及ぼしている

老朽危険空き家の除却を推進する。 

市へ土地・建物ともに寄附してもらい、市が老朽危険空き家を除却し、跡地の整備

を行う。 

(6) 

ブロック塀等除却費

補助金 

安全で快適な住まいとまちをつくる

ため、倒壊の危険性のあるブロック

塀の除却を推進する。 

通学路に面する危険なブロック塀の除却に要する経費  

 

※(一般) 補助対象経費の 1/2 

  上限額 120千円    

※(非課税者) 補助対象経費×100％ 

  上限額 200千円 

※(はね出しスラブ上乗せ) 補助対象経費の 1/2 

  上限額 80千円 

(7) 

宅地のがけ災害対策

費補助金       

安全で快適な住まいとまちをつくる

ため、個人が所有する宅地等のがけ

面において、崩壊したがけの早期復

旧又は崩壊を未然に防ぐ工事を促

す。 

対策工事に要する費用 

 

※災害対策工事費の１／３  

  上限額 200万円   
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